
様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 戸籍総合システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 国籍と親族法上の身分関係の公証を行うもの 

記録項目 

１氏名、2 住所、3 性別、4 電話番号、5 生年月日、6 本籍

7 続柄、8 親族関係、9 婚姻歴、10DV 等支援申出、 

11 社会的身分、12 犯罪の経歴 

記録範囲 市に本籍を有する者及び市に戸籍の届出を提出した者 

記録情報の収集方法 本人、他の官公庁（地方検察庁・他市区町村） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 

他の官公庁（地方検察庁・警察署・他市区町村）、民間・

私人（弁護士、司法書士等）、システム保守業務委託事業

者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部市民課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

戸籍法第113条、第114条、第116条 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

市長がその住民について、住民基本台帳法に基づく氏名

他必要項目を正確に記録し、適正に管理することにより、

行政運営の基礎資料とするため 

記録項目 

１氏名、2 住所、3 性別、4 電話番号、5 生年月日・年

齢、6 国籍・本籍、7 続柄、8 住民票コード、9 個人番

号、10DV 等支援申出 

記録範囲 市の住民基本台帳に登録されている者、証明書の申請者 

記録情報の収集方法 本人、他の官公庁（他市区町村）  

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
他の官公庁（検察庁・警察署・他市区町村）、民間・知人

（弁護士、司法書士等）、システム保守点検委託事業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部市民課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 本人確認情報ファイル 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
届出処理・個人番号カードの券面事項の記載等を行う

ため 

記録項目 

１氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日・年齢、5 国籍・本

籍、6 続柄、7 住民票コード、8 個人番号 

 

記録範囲 
住民基本台帳に登録されている者、届出者、交付（再

交付）申請者 

記録情報の収集方法 
本人、他の官公庁（総務省）、その他（地方公共団体情報シ

ステム機構） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 その他（地方公共団体情報システム機構） 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部市民課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 自動車臨時運行許可ファイル 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

道路運送車両法の規定に基づき、運行許可番号標を付

与されていないが自動車を公道で運行しなければならな

い時、事由によっては運行を許可するために行うもの。 

記録項目 

１氏名、2 住所、3 電話番号、4 車体番号、5自賠責保険

証明書番号 

 

記録範囲 自動車の臨時運行の許可を得ようとする者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部市民課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の賦課を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日・年齢、５

個人番号、６標識番号、７納税状況、８公的扶助、９

車両情報、10心身の機能の障害 

記録範囲 軽自動車等の所有者及び使用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
その他（地方税共同機構）、システム開発運用保守事

業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒838-8601 

     朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税（種別割）申告書（報告書） 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の賦課を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日・年齢、５

個人番号、６標識番号、７納税状況、８公的扶助、９

車両情報、10心身の機能の障害 

記録範囲 軽自動車等の所有者及び使用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 その他（地方税共同機構） 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒838-8601 

     朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 
軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交付申請

書（原動機付自転車・小型特殊自動車） 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 

軽自動車税の賦課を行うため。 

原動機付自転車・小型特殊自動車の標識の交付及び返

納するため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日・年齢、５

個人番号、６標識番号、７納税状況、８公的扶助、９

車両情報、10心身の機能の障害 

記録範囲 軽自動車等の所有者及び使用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 その他（地方税共同機構） 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒838-8601 

     朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考  



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 収納・滞納管理システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市税の納税管理及び納税証明を行うため 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日・年齢、５

個人番号、６納税状況、７取引状況、８口座情報 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人、民間・私人（金融機関） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
その他（地方税共同機構）、システム開発運用保守業

者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒838-8601 

     朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 宛名管理システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 口座振替依頼者の口座振替を行うため 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日・年齢、５

個人番号、６納税状況、７取引状況、８口座情報 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人、民間・私人（金融機関） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
その他（地方税共同機構）、システム開発運用保守業

者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒838-8601 

     朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 還付充当決議書 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市税の過誤納金の還付等を行うため 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日・年齢、５

個人番号、６納税状況、７取引状況、８口座情報 

記録範囲 市税の過誤納があった者 

記録情報の収集方法 本人、民間・私人（金融機関） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒838-8601 

     朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 住民税システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税の賦課、徴収及び証明を行うため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・

年齢、６続柄、７資産状況、８収入状況、９公的扶助、

１０親族関係、１１心身の機能の障害 

記録範囲 賦課期日に朝倉市に住所又は家屋敷を有する個人 

記録情報の収集方法 
本人、実施機関内、他の官公庁、民間・私人（給与支

払者）、その他（年金保険者） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 

他の実施機関（教育課）、他の官公庁（日本年金機構、

児童相談所）、その他（高齢者医療広域連合）、シス

テム開発運用保守業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒838-8601 

     朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 個人住民税賦課課税資料 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
税額計算、給与所得者の異動や徴収方法の変更を行う

ため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・

年齢、６続柄、７資産状況、８収入状況、９親族関係、

１０心身の機能の障害 

記録範囲 賦課期日に朝倉市に住所又は家屋敷を有する個人 

記録情報の収集方法 
本人、実施機関内、他の官公庁、民間・私人（事業主）、

その他（年金保険者） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒838-8601 

     朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 住宅借入金等特別控除適用者名簿 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 住宅借入金等特別控除適用者の確認を行うため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・

年齢、６続柄、７資産状況、８収入状況、９親族関係、

１０心身の機能の障害 

記録範囲 賦課期日に朝倉市に住所を有する個人 

記録情報の収集方法 他の官公庁（国税庁） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒838-8601 

     朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 住民税支援システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部 税務課 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税の賦課を行うため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・

年齢、６続柄、７資産状況、８収入状況、９公的扶助、

１０親族関係、１１心身の機能の障害 

記録範囲 賦課期日に朝倉市に住所又は家屋敷を有する個人 

記録情報の収集方法 
本人、実施機関内、他の官公庁、民間・私人（給与支

払者）、その他（年金保険者） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 その他（システム開発運用保守事業者） 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒838-8601 

     朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 固定資産税名寄帳 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課を行うため 

記録項目 １氏名、２住所、３資産状況 

記録範囲 固定資産所有者 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内、他の官公庁（法務局） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 

他の官公庁（税務署、法務局、保護の実施機関及び各

福祉事務所、他市町村、都道府県税事務所、日本年金

機構） 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒８３８－８６０１ 

     朝倉市菩提寺４１２番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 登記済通知書（登記所からの通知） 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税台帳の更新（訂正）のため 

記録項目 １氏名、２住所、３資産状況 

記録範囲 法務局へ登記した者 

記録情報の収集方法 法務局 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒８３８－８６０１ 

     朝倉市菩提寺４１２番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 償却資産申告書 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 課税台帳の更新（訂正）のため 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４個人番号 

５職業、６資産状況 

記録範囲 固定資産所有者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒８３８－８６０１ 

     朝倉市菩提寺４１２番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 土地、家屋共有者台帳 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 共有物件の把握のため 

記録項目 １氏名、２住所 

記録範囲 共有物件所有者 

記録情報の収集方法 本人、他の官公庁（法務局） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒８３８－８６０１ 

     朝倉市菩提寺４１２番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 土地、家屋全件リスト 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課を行うため 

記録項目 １氏名、２住所 

記録範囲 土地家屋所有者 

記録情報の収集方法 本人、他の官公庁（法務局） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒８３８－８６０１ 

     朝倉市菩提寺４１２番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 固定資産税課税台帳 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課を行うため 

記録項目 １氏名、２住所、３資産状況 

記録範囲 固定資産所有者 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内、他の官公庁（法務局） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部税務課 

（所在地）〒８３８－８６０１ 

     朝倉市菩提寺４１２番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 収納・滞納管理システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部収納対策課 

個人情報ファイルの利用目的 市税等の滞納整理のため 

記録項目 
 

1氏名、2住所、3性別、4電話番号、5生年月日・年齢、

6本籍・本籍、7親族関係、8家庭状況、9ＤＶ等支援申出、

10職業・職歴、11資産状況、12収入状況、13納税状況、

14公的扶助、15取引状況、16滞納状況、17被災状況、

18口座情報、19年金支給情報、20保険情報、21社会的

身分、22心身の機能の障害、23健康診断等の結果、24

医師等の指導・診察等、25犯罪の経歴 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 

本人、実施機関内、他の官公庁（他市区町村、国税庁 

、都道府県税事務所、日本年金機構）、民間・私人（金

融機関、保険会社、給与支払者） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 他の実施期間（教育委員会）、システム保守委託業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部収納対策課 

（所在地）〒838-8601 朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 畜犬管理システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

市民環境部環境課 

個人情報ファイルの利用目的 
飼い主の情報や狂犬病予防注射の接種状況等の管理を

行うため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３性別、４電話番号、 

５生年月日・年齢 

記録範囲 申請者（飼い主） 

記録情報の収集方法 
本人、実施機関内、民間・私人（動物病院）、他の官

公庁（環境省、他市区町村） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 システム保守点検委託事業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市市民環境部環境課 

（所在地）〒838-0062 

     朝倉市堤4番地6 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 


